
教 職 員 定 数 改 善 の 推 進 及 び 教 育 予 算 の 拡 充 を  

求 め る 意 見 書  

 

平 成 3 0年 度 か ら 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に 伴 う 移 行 期 間 が 始 ま り 、 小

学 校 に お い て は 、 外 国 語 に 関 わ る 教 育 実 施 の た め の 授 業 時 数 の 調 整

や 教 材 の 作 成 な ど の 対 応 に 苦 慮 す る 状 況 と な っ て い る 。 ま た 、 中 学

校 に お い て も 部 活 動 指 導 等 が あ り 、 平 成 2 8年 度 の 文 部 科 学 省 の 調 査

で は 、 週 2 0時 間 以 上 の 残 業 を し た 教 員 が ６ 割 近 く を 占 め た こ と が 明

ら か と な っ た 。  

ま た 、 障 害 者 差 別 解 消 法 の 施 行 に 伴 う 、 障 害 の あ る 子 供 た ち へ の

合 理 的 配 慮 、 外 国 に つ な が り の あ る 子 供 た ち へ の 支 援 、 い じ め ・ 不

登 校 へ の 対 応 な ど 、 学 校 に 求 め ら れ る 役 割 は 拡 大 し て い る 。  

こ う し た 課 題 の 解 決 に は 、 少 人 数 教 育 の 推 進 を 含 む 計 画 的 な 教 職

員 定 数 の 改 善 が 必 要 で あ る 。  

そ し て 、 教 育 を 行 う 学 校 教 育 設 備 の 環 境 改 善 や 安 全 対 策 を 進 め て

い く こ と が 必 要 で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お い て は 、 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 堅 持 に よ る 財

源 保 障 を す る と と も に 、 教 育 予 算 の 拡 充 を 図 る た め 、 令 和 ２ 年 度 予

算 編 成 に お い て 、 次 の 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 要 望 す る 。  

１  子 供 た ち の 教 育 環 境 改 善 の た め 、 計 画 的 な 教 職 員 定 数 の 改 善 を

推 進 す る こ と 。  

２  学 校 施 設 整 備 費 、 教 材 費 、 図 書 費 、 旅 費 、 学 校 ・ 通 学 路 の 安 全

対 策 な ど の た め に 地 方 交 付 税 を 含 む 国 の 予 算 を 拡 充 す る こ と 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 9 9条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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